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こ
の
議
案
は
、
平
成
21
年
の
人
事
院
勧
告
及
び
東
京

都
人
事
委
員
会
勧
告
に
基
づ
き
、
市
職
員
の
給
料
及
び

期
末
手
当
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　

主
な
改
正
内
容
と
し
て
、﹁
給
料
表
の
改
定
に
つ
い

て
は
、
職
務
給
化
を
進
め
る
中
、
都
の
改
定
と
同
様
、

若
年
層
及
び
管
理
職
層
の
引
き
下
げ
を
緩
和
し
、
高

齢
層
を
強
め
に
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
上
、
全
体

で
０
・
３
５
％
引
き
下
げ
る
﹂、﹁
期
末
手
当
に
つ
い
て

は
、
年
間
の
支
給
月
数
を
、
現
行
の
３
・
０
５
月
か
ら

０
・
３
５
月
分
引
き
下
げ
、２
・
７
月
と
し
、勤
勉
手
当
を

合
わ
せ
た
期
末
勤
勉
手
当
の
支
給
月
数
を
、
都
と
同
様
、

現
行
の
４
・
５
月
か
ら
４
・
１
５
月
と
す
る
﹂、﹁
今
回
の

給
与
改
定
に
伴
う
影
響
額
は
、
２
億
５
２
４
万
円
程
度

の
減
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
﹂等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　

委
員
か
ら
、﹁
職
員
労
働
組
合
と
合
意
に
達
し
て
い

る
た
め
、
本
案
に
賛
成
す
る
﹂等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議
な
く
、

原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

総

務

委

員

会

第
79
号
議
案

府
中
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

保 育 所 待 機 児 童
解消のための更なる取組は

保育所の新設等をはじめ
各種サービスの拡充に努める

難
病
に
対
す
る
市
と
し
て
の

 

相

談

支

援

体

制

の

考

え

は

情
報
提
供
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い

 

不
安
等
が
和
ら
ぐ
よ
う
努
め
た
い

池
田　

茂
二
議
員︵
市
フ
ォ
︶　

平
成

21
年
度
の
本
市
の
保
育
所
待
機
児

童
数
は
、
20
年
度
か
ら
約
１
・
６

倍
に
増
加
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

今
後
、
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
絶
対
量

を
増
や
す
こ
と
や
多
様
な
保
育
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
に
よ
り
、
可
能
な

限
り
早
期
に
待
機
児
童
の
解
消
を

図
っ
て
も
ら
い
た
い
。

　

そ
こ
で
、
更
な
る
待
機
児
童
解

消
の
具
体
的
取
組
を
聞
き
た
い
。

子
ど
も
家
庭
部
長　

今
後
も
引
き

続
き
、
認
可
保
育
所
の
新
設
や
分

園
の
設
置
、
認
証
保
育
所
の
開
設

を
進
め
る
と
と
も
に
、
認
定
こ
ど

も
園
の
設
置
や
保
育
マ
マ
制
度
の

創
設
等
に
よ
り
、
ハ
ー
ド
、
ソ
フ

ト
を
含
め
、
待
機
児
童
の
解
消
に

努
め
て
い
く
。

　

ま
た
、
今
後
の
保
育
需
要
の
推

定
に
あ
た
っ
て
は
、
現
在
、
待
機

児
童
の
９
割
を
占
め
る
３
歳
未
満

児
と
、
３
歳
以
上
児
の
需
要
を
そ

れ
ぞ
れ
別
に
推
計
し
、
こ
れ
に
基

づ
き
、
保
育
サ
ー
ビ
ス

の
定
員
増
や
施
設
整
備

の
計
画
を
策
定
し
て
い

る
。
計
画
の
最
終
年
度

と
な
る
26
年
度
に
は
、

３
歳
未
満
児
を
含
め
、

す
べ
て
の
待
機
児
童
を

解
消
す
る
よ
う
努
め
て

い
き
た
い
。

奈
良
﨑　

久
和
議
員︵
公
明
︶　

本

市
に
お
い
て
も
、
難
病
に
直
面
し
、

苦
し
ん
で
い
る
人
が
い
る
。

　

そ
こ
で
、
難
病
に
つ
い
て
、
市

の
認
識
を
聞
き
た
い
。

市
長　

難
病
は
、
希
少
性
、
原
因

不
明
、
効
果
的
な
治
療
法
の
未
確

定
、
生
活
面
へ
の
長
期
的
支
障
の

４
つ
の
要
素
を
有
す
る
疾
患
に
つ

い
て
、
対
策
を
講
じ
る
必
要
の
あ

る
特
定
疾
患
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
国
で
は
、

公
費
負
担
の
方
法
を
と
ら
な
い
と

原
因
究
明
、
治
療
法
の
開
発
等
に

困
難
を
来
す
お
そ
れ
の
あ
る
疾
患

を
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
の
対

象
に
指
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以

外
に
も
難
病
が
存
在
し
、
実
態
の

把
握
が
困
難
と
い
う
課
題
も
あ
る
。

議
員　

対
象
疾
患
以
外
の
難
病
に

対
す
る
、
市
と
し
て
の
相
談
・
支

援
体
制
に
つ
い
て
の
考
え
は
。

福
祉
保
健
部
長　

相
談
を
受
け
た

際
は
、
情
報
提
供
や
ア
ド
バ
イ
ス

を
行
う
と
と
も
に
、
不
安
や
イ
ラ

イ
ラ
、
無
気
力
感
等
の
否
定
的
な

感
情
が
少
し
で
も
和
ら
ぐ
よ
う
な

応
対
に
努
め
た
い
。

▲増改築された三本木保育所

　

調
布
基
地
跡
地
の
状
況
に
関
し
て
、
武
蔵
野
の
森

総
合
ス
ポ
ー
ツ
施
設
整
備
事
業
の
進
ち
ょ
く
状
況
に

つ
い
て
は
、
都
が
調
布
市
の
条
例
に
基
づ
き
、
平
成

21
年
９
月
17
日
以
降
、
地
域
住
民
に
事
業
の
周
知
を

行
っ
て
い
る
。
都
の
報
告
で
は
、
こ
の
計
画
に
反
対

す
る
声
な
ど
は
、
特
に
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

病
院
用
地
に
係
る
地
区
計
画
は
、
21
年
11
月
13
日

に
決
定
し
、
告
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
都
市
整
備
用

地
に
係
る
用
途
地
域
等
の
変
更
及
び
地
区
計
画
の
策

定
は
、
引
き
続
き
取
組
を
進
め
て
い
る
。

　

府
中
基
地
跡
地
留
保
地
の
状
況
に
関
し
て
、
国
立

医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
が
都
の
条
例
に
基
づ
き
実

施
し
た
、
移
転
計
画
に
係
る
生
物
生
態
系
調
査
の
結

果
報
告
を
受
け
て
い
る
。
結
果
に
対
し
、
同
研
究
所

で
は
、
移
転
計
画
の
障
害
と
な
る
よ
う
な
事
情
は
な

い
と
考
え
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
最
終
的
に
は
、

都
が
報
告
書
を
確
認
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　

同
研
究
所
の
用
賀
の
施
設
に
係
る
Ｉ
Ｓ
Ｏ
／
Ｉ
Ｅ

Ｃ
１
７
０
２
５
の
認
定
取
得
に
つ
い
て
は
、
現
在
も

審
査
中
と
な
っ
て
お
り
、
国
土
交
通
省
に
よ
る
Ｐ
Ｆ

Ｉ
導
入
可
能
性
調
査
に
つ
い
て
も
調
査
中
と
な
っ
て

い
る
等
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

基
地
跡
地
対
策
特
別
委
員
会

再
開
発
対
策
特
別
委
員
会

　

府
中
駅
南
口
Ａ
地
区
の
現
況
に
関
し
て
、
市
街
地

再
開
発
準
備
組
合
で
は
、
臨
時
総
会
が
開
催
さ
れ
、 

役
員
の
改
選
に
つ
い
て
審
議
・
承
認
さ
れ
て
い
る
。

　

本
組
合
設
立
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
設
立
に
向
け
、

事
業
計
画
︵
素
案
︶
が
策
定
さ
れ
て
い
る
。
同
計
画

は
、
ト
ー
タ
ル
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る
シ
ッ
ク
ア
ン
ド

エ
レ
ガ
ン
ス
の
踏
襲
を
基
本
と
し
て
お
り
、
今
後
も

新
し
い
考
え
方
や
手
法
等
の
情
報
収
集
を
行
い
な
が

ら
、
見
直
し
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　

京
王
電
鉄
㈱
と
は
、
府
中
駅
２
階
コ
ン
コ
ー
ス
と

再
開
発
ビ
ル
２
階
を
接
続
す
る
ブ
リ
ッ
ジ
の
設
置
等

に
つ
い
て
も
、
鋭
意
、
協
議
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

け
や
き
並
木
周
辺
整
備
の
状
況
に
関
し
て
、
け
や

き
並
木
通
り
に
つ
い
て
は
、
け
や
き
並
木
周
辺
整
備

調
整
会
議
に
お
い
て
、
今
後
は
市
が
保
護
管
理
団
体

と
な
り
、
保
護
管
理
計
画
で
定
め
る
保
護
対
策
を
実

施
し
、
管
理
し
て
い
く
調
整
が
つ
い
て
い
る
。

　

宮
西
町
地
区
道
路
整
備
に
つ
い
て
、
合
同
庁
舎

の
外
周
道
路
は
、
都
と
の
協
議
に
よ
り
、
市
の
計
画

ど
お
り
の
幅
員
構
成
で
道
路
が
拡
幅
で
き
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
等
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

文

教

委

員

会

厚
生
経
済
委
員
会

建
設
環
境
委
員
会

　

本
補
正
予
算
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
７
１
９
１
万

円
を
増
額
し
、
予
算
総
額
を
８
５
６
億
８
５
７
４
万
３

千
円
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

補
正
の
内
容
は
、
低
所
得
者
等
を
対
象
に
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
接
種
費
用
の
助
成
を
行
う
た
め
、

所
要
の
経
費
を
計
上
す
る
も
の
で
、
歳
入
で
は
、
国
庫

補
助
金
、
都
補
助
金
、
基
金
繰
入
金
を
増
額
、
歳
出
で

は
、
保
健
衛
生
費
を
増
額
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

質
疑
に
対
し
て
、﹁
申
請
の
受
付
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー

分
館
及
び
生
活
保
護
担
当
課
で
行
っ
て
い
る
﹂、﹁
申
請

状
況
は
、
平
成
21
年
11
月
９
日
の
実
施
日
以
降
、
12
月

３
日
ま
で
で
、
３
５
７
件
、
２
１
１
万
１
４
０
０
円
と

な
っ
て
い
る
﹂等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　

委
員
か
ら
、﹁
実
施
後
１
か
月
の
申
請
状
況
は
少
な

い
と
感
じ
る
。
申
請
者
が
増
え
な
い
場
合
の
対
策
を
講

じ
つ
つ
、
状
況
に
よ
っ
て
は
対
象
者
の
拡
大
や
予
算
額

の
増
額
な
ど
の
対
応
を
お
願
い
し
た
い
﹂
等
の
要
望
・

意
見
が
あ
っ
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議
な
く
、

原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

第
75
号
議
案

平
成
21
年
度
府
中
市
一
般
会
計
補
正
予
算︵
第
２
号
︶

　

第
70
号
議
案
は
、
府
中
市
浅
間
町
１
丁
目
２
番
地
に

お
い
て
、
府
中
市
立
府
中
の
森
芸
術
劇
場
改
修
工
事
を

施
行
す
る
も
の
、
第
71
号
議
案
及
び
第
72
号
議
案
は
、

そ
れ
ぞ
れ
、
府
中
市
立
府
中
の
森
芸
術
劇
場
の
舞
台
照

明
設
備
、
舞
台
音
響
設
備
改
修
工
事
を
施
行
す
る
も
の

　

こ
れ
ら
３
議
案
は
関
連
性
が
あ
る
も
の
と
認
め
、
一

括
審
査
を
行
っ
た
。

　

質
疑
に
対
し
て
、﹁
ス
ピ
ー
カ
ー
の
増
設
は
、
利
用

者
の
要
望
も
あ
り
、
多
様
な
舞
台
演
出
に
対
応
す
る
た

め
で
あ
る
﹂、﹁
２
期
工
事
の
予
算
は
約
15
億
円
だ
が
、

今
回
の
３
工
事
の
契
約
額
の
合
計
は
９
億
２
０
８
５
万

円
で
、
今
後
の
工
事
と
合
わ
せ
て
、
合
計
約
13
億
５
千

万
円
と
見
込
ん
で
い
る
﹂等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　

委
員
か
ら
、﹁
低
価
格
に
よ
る
入
札
は
、
下
請
け
業

者
等
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
適
切
な
管
理
を

お
願
い
す
る
﹂等
の
要
望
が
あ
っ
た
。

　

審
査
の
結
果
、
３
議
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議
な

く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

第
70
号
議
案
・
第
71
号
議
案
・
第
72
号
議
案

府
中
市
立
府
中
の
森
芸
術
劇
場
改
修
工
事
請
負
契
約
ほ
か

　

こ
の
議
案
は
、
朝
日
町
三
丁
目
地
区
地
区
計
画
が
都

市
計
画
と
し
て
決
定
し
た
こ
と
に
伴
い
、
本
条
例
に
定

め
る
建
築
物
の
制
限
を
行
う
区
域
に
﹁
朝
日
町
三
丁
目

地
区
地
区
整
備
計
画
区
域
﹂
を
追
加
す
る
た
め
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の

　

質
疑
に
対
し
て
、﹁
当
該
地
へ
の
建
設
を
予
定
し
て

い
る
施
設
の
う
ち
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
に
つ
い
て
は
、

現
在
、
建
設
予
定
地
に
お
け
る
埋
蔵
文
化
財
調
査
を
実

施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
条
例
の
制
定
及
び
埋

蔵
文
化
財
調
査
の
終
了
を
待
っ
て
所
定
の
手
続
き
を
進

め
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
22
年
夏
頃
の
オ
ー
プ

ン
予
定
は
若
干
遅
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
警
視
庁

第
七
機
動
隊
に
つ
い
て
は
、
周
辺
住
民
へ
の
事
前
説
明

が
終
了
し
、
所
定
の
手
続
き
に
着
手
し
よ
う
と
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
﹂
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議
な
く
、

原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

第
69
号
議
案

府
中
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の

制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例


